
アクスル構造変更について

アクスル強度検査、書類などは軽自動車検査協会の指示により
作成していますので基本的に書類の不備は御座いません。
弊社からの付属するアクルス強度検討書は合計9枚です。

構造変更必要書類　（軽自動車検査協会でもらって下さい）

① 改造自動車等届書

② 改造概要等説明書（改造自動車等審査結果通知書）

③ 改造等の概要

④ 保安基準適合検討書

⑤ 外観図　（3面図、4面図）

上記の書類を記入し強度検討書9枚を提出して下さい。

正式な改造概要等説明書（改造自動車等審査結果通知書）が
発行され構造変更が可能になります。

構造変更用の書類はあくまでも、アクスル本体の強度証明書となります。
車両側での不具合、取付け後の不具合により構造変更が出来ない事や
軽自動車検査協会で構造変更が認められないなど、車両側に問題がある
場合が御座います。　弊社では一切責任は負いかねます。

最寄の軽自動車検査協会へ構造変更書類を提出する際、審査改定により
軽自動車検査協会によって、さらに書類を求められる場合があります。
全国の各軽自動車検査協会によって異なりますので
その際は、書類を提出する軽自動車検査協会の担当者より

直接、弊社へ連絡するようにご案内下さい。
求められる書類の内容を弊社へFAXするよう検査協会へご案内下さい。

※ 一部、軽自動車検査協会より求められる書類に関しては
　　ユーザー様や業者様へお渡し出来ません。

ファイナルコネクション
〒197-0826　東京都あきる野市牛沼67-5　2Ｆ
TEL：042-550-4533　　FAX：0120-30-4344
info@finalkonnexion.co.jp

構造変更に関して詳しい内容は最寄りの検査協会でご確認下さい。

弊社では詳しい内容はお答え出来ません。



最寄りの「検査協会名」

届け出る方

車検証の「市、郡、区」
例：あきるの市

１と記入

車検証の車体番号

走　行　装　置
(4)-② に丸をする



車検証の類別区分を記入

ここは記入無

車検証又はメーカー諸元表の
記載内容を記入

この書類は車検証とメーカーの諸元表をもとに記入します。
メーカー諸元表は各ディーラーにお問い合わせ下さい。
分からない所は検査協会に確認して下さい。
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走行性能向上のため

リア・アクスルを変更



第 4 号洋式　（5 - 1 (4) 関係）

又は

保安基準第9条
第1項

別紙強度検討書のとおり

十分な強度が確保できるため




